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中央社会保険医療協議会  総会座席表

日時 :平成21年 7月 29日 (水)10:00～ 11:00(目 途 )

会場 :厚生労働省 専用第18～ 20会 議室 (17階 )

厚生労働省

厚生労働省

関係者席

L__ _ 関係者席     |
L_   帥晴席     |

関係者席・日比谷クラブ

[            日比谷クラブ            |~  
日比谷クラブ

一 般 傍 聴 席

中央社会保険医療協議会 総会 (第 147回 )議 事次第

平成21年 7月 29日 (水 )

於 厚生労働省

専用第 18～ 20会議室

議 題

○ 医療機器の保険適用について

○ 先進医療専門家会議の報告について

0 平成 22年度診療報酬改定について

○ 医療費の動向等について

○ その他
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先進医療評価用紙 (第 1号 )

先進医療評価用紙(第 2号 )

注 1)当該技術の経験症例数について、実施者 [術者〕としての経験症例を求める場合には、「実施者 [術者]と し
て (  )例以上・不要」の欄を記載すること。

注 2)医師の資格 (学会専門医等)、 経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含む。例え
ば、「経験年数〇年以上の△科医師が□名以上」。なお、医師には歯科医師も含まれる。

当該技術の医療機関の要件 (案 )

先進医療名及び適応症 :無拘束型多点感圧シートャンサを用いた検査 (閉 塞性睡眠時無呼吸症候群が
強く疑われる症状 (習慣性がある激しいいびき、日中の傾眠等をいう。)及
び所見 (肥満、薬物療法に対して抵抗性を有する高血圧等をいう。)が認め
られる者又は中枢性睡1民時無呼吸症候群が強く疑われる慢性心不全の者に
係るものに限る。)

I.実施責任医師の要件

診療科 睦μ呼吸器内科、循環器内科、神経内科、耳鼻咽喉科又は精神科)

不要              _
資格 国 (呼吸器専門医、循環器専門医、神経内科専門医、耳鼻Π因喉科

専門医又は精神保健指定医)。 不要

当該診療科の経験年数 要 ( )年以上。膝刻
当該技術の経験年数 陣|(1)年以上・不要

当該技術の経験症例数 注 1) 実施者 [術者]と して  (3)例 以上・不要

[それに加え、助手又は術者として  (  )例 以上 。不要]

その他 (上記以外の要件)

Ⅱ.医療機関の要件

診療科 国 ( 内科、耳鼻咽pll科 又は精神科      ),不 要

実施診療科の医師数 注 2) 陸Ⅲ不要
具体的内容 :常勤 1名 以上

他診療科の医師数 注 2) 要 。
回

具体的内容 :

その他医療従事者の配置

(薬剤師、臨床工学技士等)

要(             )。 ロコ

病床数 pl(   1 床以上)・ 不要
看護配置 要 (  対 1看護以上)。 1不要

当直体制 要 (        )。 1不 要

緊急手術の実施体 tll 要・1不 要

院内検査 (24時 間実施体制) 要・1不要

他の医療機関との連携体制

(患者容態急変時等)

要 。
国

連携の具体的内容 :

医療機器の保守管理体制 酔Ⅲ不要

倫理委員会による審査体制 要。ヒ型
審査開催の条件 :

医療安全管理委員会の設置 要・ヒ」
医療機関としての当該技術の実施症例数 国 ( B 症例以上),不要

そ のイ也 (上記以外の要件、例 :遺伝カウンセ

リンク・の実施体市Jが必要 等)

院内で終夜睡眠ポリグラフィーによる精密検査を実施する体制

が整備されていること:

Ⅲ。その他の要件

頻回の実績報告 要 (  月間又は  症例までは、毎月報告)・ Fヨ
その他 (上記以外の要件)

先進技術としての適格性

療

称

医進

名

先

の

無拘束型多点感圧シートセンサを用いた検査

(閉 塞性睡眠時無呼吸症候群が強く疑われる症状 (習慣性がある激しいいびき、
日中の傾眠等をいう。)及び所見 (肥満、薬物療法に対して抵抗性を有する高血圧
等をいう。)が 認められる者又は中枢性睡1民時無呼吸症候群が強く疑われる慢性
心不全の者に係るものに限る。)

適  応  症
妥当である。

妥当でない。(理 由及び修正案 :                 )

園
日
３

有  効  性

A.従来の技術を用いるよりも大幅に有効。

回 従来の技術を用いるよりもやや有効。
C.従来の技術を用いるのと同程度、又は劣る。

安  全  性

問題なし。(ほとんど副作用、合併症なし)

あまり問題なし。(軽 い副作用、合併症あり)

問題あり(重い副作用、合併症が発生することあり)

園
Ｄ

Ｂ
，
Ｃ
．

的

度

術

熟

技

成

当該分野を専門とし経験を積んだ医師又は医師の指導下であれば行える。
当該分野を専門とし数多く経験を積んだ医師又は医師の指導下であれば行
える。

当該分野を専門とし、かなりの経験を積んだ医師を中心とした診療体制をとつ
.ていないと行えない。

園
Ｄ

Ｂ
．
　

Ｃ
．

社会的妥当性

(社 会 的倫理

的 問 題 等 )

困.倫理的問題等はない。
B.倫理的問題等がある。

の

性

で点

及

時現

普

罹患率、有病率から勘案して、かなり普及している。
罹患率、有病率から勘案して、ある程度普及している。

罹患率、有病率から勘案して、普及していない。

Ａ
．

Ｂ
．
口
図

効  率  性

既に保険導入されている医療技術に比較して、

A.大幅に効率的。

回・やや効率的。
C.効率性は同程度又は劣る。

将来の保険収

載 の 必要 性

将来的に保険収載を行うことが妥当。

将来的に保険収裁をイテうべきでない。

園
園

Ｂ
．

総

総合判定: 固 ・ 否
コメント:従来の簡易検査法に比較して感度が高いこと、患者の不快感がほぼな

くなり、記録の失敗もほぼなくなること、さらに安価で行えることなどから、
従来の簡易検査法を凌駕する可能性が高い.

備考 この用紙は,日 本工業規格 A列 4番とすること。医療機関名は記入しないこと。
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先進医療専門家会議における第3項先進医療の科学的評価結果

【備考】

O「第2項先進医療」は、薬事法上の未承認又は適応外使用である医薬品又は医療機器の使用を伴わず、未だ保険診療の対象に至らない先進的な医
療技術。      .                      ヽ .・  ・

0「第3項先進医療(高度医療)」 は、薬事法上の未承認又は適応外使用である医薬品又は医療機器の使用を伴い、薬事法による申請等に繋がる科学
的評価可能なデータ収集の迅速化を図ることを目百とした、先進的な医療技術.        ・
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整

番 先進医療名 適応症 医薬品・医療機器情報
先進医療費用※

(自 己負担)

保険外併用療養費※J(保
険給付)ヽ 総評 技術の概要

002

内視鏡下手術用ロボット支援
による冠動脈バイパス移植
術(虚血性心疾患に係るもの
であつて、一箇所を吻合する
ものに限る。)

虚血性心疾患 (虚血性心疾
患において手術適応とされ
ている者のうち、十分に心
肺機能が良好で、かつロ
ボットを使用した手術を希望
している者に限る。但し、胸
部の手術既往歴及び感染 .

症歴があり、胸腔内の癒着
が予想される者を除く。)

イ斤ュイ贅フ・サーシ
・
カル社製

夕
°
ビンチサーシ

・カルシステム
｀

(未承認医療機器)

234万4千円
(1回 )

62万 1千円 適 男11紙 2

※ 届出医療機関における典型的な症例に要した費用



高度医療の名称
内視鏡下手術用ロボット支援による冠動脈バイパス移植術 (虚血性′い疾患に係るもの

であり、下箇所を吻合するものに限る。)

適応症

虚血性心疾患 (虚血性心疾患において手術適応とされている者のうち、十分に心肺機能が良好
で、かつロボットを使用した手術を希望している者に限る。イユし、胸部の手術既往歴及び感染症歴があ
り、胸腔内の癒着が予想される者を除く。)     f

内容

(先進性)

冠動脈バイパス術 (CorOnary Artery Bypass Gra■ ing:CABG)は、虚血性心疾患に対し、冠動脈の

強い狭窄や閉塞を生じた部位の末梢側に男Jの血管 (グラフト)を つなげることで、心筋への血行を再建
する手術法の総称である。従来の手術法では、①胸骨正中切開法による心臓への到達 ②内胸動脈
を含むグラフトの採取 ③冠動脈病変末梢側へのグラフトの吻合、の3段階から成るが、①②の手術操
作に伴う術後の店痛や感染等によりQOLが著しく低下し、長力l入院を要する′点が課題とされてきた。

また、胸・
R・ を切らずに肋間小切開で CABGを 行う侵襲性の少ない術式 (Mhimaly lnvas市 e

Dttect― vおuJtted CABG:MIDCAB)も 提唱されたが、②③においてより高度な技術を要し、多枝病変
に対応困難であること等から、普及性に限界があつた。具体的には、視野や術野が狭く、細かな操作が
困難なため、グラフトとして適 t"な 血管の確保や、グラフトから分岐する血管の処理及び血管損傷時の
止血等に難渋する点が挙げられる。

これに対し、内視鏡下手術用ロボット(商 品名:da vhd Sur」 ca System)を 導入することにより|これ
らの課題を克服し得る。すなわち、胸骨正中切開や肋骨切断等を回避し、かつ多枝病変に対する正確
な CABGが 実施可能となる。

(概要)

内視鏡下手術用ロボット支援下に、下記の2術式を設定する。まず術式Aを実施し、予め目標とした

技術水準に達していることを確認の上、手術見学を経て術式Bの実施を開始する。
【術式Alロボット支援下冠動脈バイパス手術(MIDCA3)… ロボットを使用して、内胸動脈グラフトを

剥離 '採取する。その後、ロボットを使用せずに、肋問開胸にてグラフトを冠動脈に吻合する。
(「 連続 30本成功率 100%の有効例あり」という条件を満たせば術式Bに進む。)

【術式BIロボット支援下完全内視鏡下冠動脈パイパス術…内胸動脈グラフト採取からグラフトの冠
動脈への吻合までの全ての過程を、ロボットを使用して実施する。
【術式B-1】 完全内視鏡下冠動脈重 吻合 (5症例を完遂すれば術式B-2に進む。)

<【 術式B-2】 完全内視鏡下冠動脈笙 吻合>

(効果)

まず、胸骨正中切開や肋骨切断といった侵襲的な手術操作を回避することにより、創部の疼痛や感
染を軽減でき、術後早期回復、入院期間短縮、早期社会復帰が可能となる。
また、グラフト採取の際に、良好な視野で精密な操作ができるため、小切開であっても適切な内胸動

脈グラフトが得られ、かつ多枝バイパスを要する症例にも対応できる。
さらに、グラフトの採取や冠動脈へのグラフトの吻合に係る手術操作において、二次元画像に構築さ

れた術野を見ながら精密な手術操作ができ、また、手ぶれ防止機能等の安全機構を備えていることか
ら(迅速で確実な縫合・吻合が可能となり、より安全に手術を行うことができる。  _

(高度医療に係る費用)                       .
234万 4千 円(術式B-1の場合)

申請 (調整)医 療機関 東京医科大学病院

協力医療機関 金沢大学附属病院

先進医療評価用紙 (第 1-2号 )

先進技術としての適格性

備考 この用紙は,日 本工業規格 A列 4番とすること。医療機関名は記入しないこと。

療

称

医進

名

先

の

内視鏡下手術用ロボット支援による冠動脈バイパス移植術 (虚血性心疾患に係るもの

であって、一箇所を吻合するものに限る。)

社会的妥当性

(社 会的倫理

的 問 題 等 )

Ａ

国
□

倫理的問題等はない。

倫理的問題等がある。

の
性

で点

及

時現

普

A,罹患率、有病率から勘案して、かなり普及している。
B.罹 患率、有病率から勘案して、ある程度普及している。

日.罹患率、有病率から勘案して、普及していない。

効  率  性

既に保険導入されている医療技術に比較して、

□.大幅に効率的。
B.やや効率的。
C.効率性は同程度又は劣る。

将来の保険収

載 の 必 要 性
□.1子来的に保険収載を行うことが妥当。
B.1手来的に保険収載を行うべきでない

(

総

総合判定:  条件付き国   `否
コメント:術式Aに関しては相当数の症例経験があるが、術式B-1の 国内実施

例は 1例である。

また、申請時には術式B-1を 5症例完遂すれば術式B-2に進むこと

とされていたが、術式B-2にあっては、実施例が報告されていない。他
に確立した手術法がある上、命に関わりうる心臓の手術法であることにか

んがみ、第3項先進医療としては、術式B-1ま でに限つて承認すべきと

考える。

なお、その前提として、予め高度医療評価会議で求めた要件を遵守

し、i薗切なトレーニングを積んでから術式B-1に進むことが重要である。



高度医寝 評価表 (番号 002)

評価委員  主担当 : 竹内

副担当 : 田島  副担当 : 山口  技術委員 : 澤

【倫理的観点からの評価】評価者 : 田島

4.同意に係る手続き、同意文書 不適

5.補償内容 適

コ メ ン 卜痛詞

実施条件欄 :

4 同意に係る手続き、同意文書

別紙に従つて修正すること。

5.補償内容

具体的に明示されることが望ましい。

高度医療の名称 ロボット支援下心臓外科手術

申請医療機関の名称 東京医科大学病院

(金 沢大学附属病院 )

医療技術の概要

(中 請時)

虚血性心疾患、心臓弁膜症 (僧帽弁)な どに対して、ロボ

ットを用いた手術補助システムにより、精密な操作が可能
になり、内視鏡下心臓手術を安全および確実に実施するこ

とができる。

実施体制の評価】 評価者 : 山口

1.実施責任医師等の体制 適

2.実施医療機関の体制 適

3.医療技術の有用性等 不 適

コメント欄 :

・2つの医療機関で実施されるが、通常の開心手術において必要とされる緊急時の

対応体制があるか確認が必要。

・虚血性心疾患以外の疾患に対する当該技術の安全性は、確立されているとは言え

ない。

実施条件欄 :

1.2.実 施体制  
｀

各医療機関において、通常の開心手術において必要とされる緊急時の体制が確保さ

れているか確認すること。

3.医療技術の有用性

・対象を虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術に限定すること。

その他

・米国・欧米における臨床試験・臨床現場での使用についての安全性情報を患者に

提供すること。

【プロトコールの評価】 評価者 : 竹内

6.期 待される適応症、効能及び効果 適

7.予 測される安全性情報 不適

8.被験者の適格基準及び選定方法 適

9.治療計画の内容 適

10 有効性及び安全性の評価方法 不適

11 モニタリング体制及び実施方法 適

12.被験者等に対して重大な事態が生じた場合の対処方法 不適

13 試験に係る記録の取扱い及び管理・保存方法 不適

14.患者負担の内容 適

15.起 こりうる利害の衝突及び研究者等の関連組織との関

わり

適

16 個人情報保護の方法 不適

コメント欄 :

実施条件欄 :

7.予測される安全性情報

米国・欧米での臨床試験 。臨床現場での使用についての安全性情報を患者に提

供すること。

9 治療計画の内容

後継者育成の トレーニング内容をマニュアル化することが望ましいご

10.有効性及び安全性の評価方法

当該臨床試験における目的を明確化し、統計学的に検証するために必要な事項

について具体的に記載すること。



有害事象の定義を明確にすること。

12.被験者等に対して重大な事態が生じた場合の対処方法

各医療機関における通常の開心手術において必要とされる緊急時の体制が確

保されているか確認すること。

13.試験に係る記録の取り扱い及び管理・保存方法

データマネージメントについて具体的に記載すること。

16.個人情報保護の方法

個人情報の管理について具体的に記載すること。

【総評】

総合評価 適 (条件付き)

予定症例数 60例 予定試験期間 5年間

実施条件 :

・対象を虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術に限定すること。
,上の各欄の指摘事項についてすべて修正されれば、「適」であると判断する。

コメン ト欄

同意に係る手続き、同意文書 修正点

(ロ ボット支援下心臓外科手術)

1.④
開胸手術、一般内視鏡手術及びロボット手術について、それぞれの手術の特徴と   ´

相違点を整理して、患者にもわかり易い表現に修正すること。

l⑤
手術を受ける患者さんがどの段階に位置するか分かるように、それぞれの段階に

分けて、患者にもわかり易い表現に修正すること。

また、一般内視鏡手術や開胸手術へ移行する場合について、患者にもわかり易い

表現に修正すること。

3.

開胸手術に移行 した場合の「不利益」について、患者にもわか り易い表現に修正

すること。 (手術時間の延長や手術痕の増加等 )

12.

ロボット手術以外の手術について、患者にもわか り易い表現に修正すること。

16.

患者負担費用について、具体的な金額を記述 して下さい。



―

―

―

寺

ビジョンカート

エンドリスト

ヘッドセンサーとステレオピュア

(高い自由度を保持した関節機能)

エンドスコープ
(複数のレンズを組み合わせた硬性館)



中 医 脇 総  3
2 1 , 7. 2 9

中央社会保険医療協臓会の新たな出発のために (抄 )

平成 17年 7月 20日

中医協の在 り方に関する有識者会議

2 診療報酬改定に関す る企画・立案の在 り方 との関係 を含めた中医協の機能

役割の在 り方について :

(1)診 療報酬の位置付けについて

o 診療報酬改定は、①鯵寝報酬改定の改定率の決定、及び②診寝組酬改定に

係る基本方針を踏まえた具体的な診療報酬点数の設定、とLl重 2つ のプロセ

スを経て行われ ることとなるが、それぞれにおいて、中医協の機能 。役割を

明確化 していくこと力S求 め られている。

(2)診 療報酬改定の改定率の決定について

○ 診療報酬改定の改定率は、医療費に係 る予算編成の際の算定根拠 となる係

数であ り、その決定は内閣の権限である。

(3)診 療報酬改定に係 る基本方針について

○ 改定率を除く診晨報酬改定に係る基本的な医療政策の審饉については、厚

生労働大臣の下における他の結間機関にゆだね、そこで「診療報酬改定に係

る基本方針」を定めることとし、中医協においては、この「基本方針」に沿

つて、診療報酬改定に係 る考え方 を整理 しつつ、具体的な診療報酬点数の設

定に係る審臓を行 うこととすべきである。

○ なお、診療報酬改定に係 る基本的な医療政策の審議を行う場 としては、社

会保障審議会の日藤保険部会及び医療部会が考え られ る。

(4)診 療報酬改定に係 る中医協への諮問及び中医協か らの答申の在 り方について

○ 診療報酬改定に係 る厚生労働大臣か ら中医協への諮問においては、予算編

成過程を通 じて内閣が決定 した改定率を所与の前提 として、厚生労働大臣の

下における他の譜間機関において策定された「基本方針」 に基づき、診療

報酬点数の改定案の調査及び審議 を行 うことを求 めるとともに、中医協にお

いては、これを受けて慎重かつ速やかに審議を行い、改定案を作成 して答申

す る取扱い とす るべ きである。

平成22年 度診療報酬改定に向けたスケジュールについて(案 )

中  医  協 社会保障審議会

ぐ

～12月 (目 途 )

・検EI結果も含め、個別項目について集中的に議論
・ 医療経済実態調査結果等の報告を受けて、診療報に
等の改定率について議論し、必要に応じて、厚生労働
大臣に意見提出 `      

ぐ

・
腑 緊誕:監零け`具体的な診nll酬点峰

〈改定案の策定に過程において、広く国民の意見を募集〉

(地方公聴会の開催〉

2月 ～3月
・ 厚生労働大臣に対し、診療報酬点数の改定案を答申

7月 ～可1月 (目 途 )

診療報酬改定に係る基本方針について審議

ヘ
プ

　

　

一
一

コ

　

　

　

　

‐

厚生労働大 臣
Ｊ

「
2月 ～3月

診療報酬改定に係る告示・通知の発出

(参考)平成20年 度診療報酬改定のスケジュール

中 医 協 社会保障審議会

～12月             年
・ 検EIE結果も含め、個別項目について集中的に議論
,医療経済実態調査結果等の報告を受けて、診療報酬J

等の改定率について議論。厚生労働大臣に意見提出
(11月 28日 )                

匡

¬月～             ぐ
・ 厚生労働大臣の諮問を受け、具体的な診療報酬点数

の設定に係る調査僣議        ぐ
1月 18日 ～25日
(改定案の策定に過程において、広く国民の意見を募集 )

1月 25日
・ 地方公聴会の開催 (前橋市 )

2月 13日
・ 厚生労働大臣に対し、診療報酬点数の改定案を答 申E

』
一

―
‐
―

19年 9月 ～ 平成20年度診療報酬改定の基本方針に
ついて障箇を開始

10月 10日 後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子(1

8年 10月 設置の後期高齢者医療の在り方に関する特81部会とり

まとめ
'

12月 3日 平成20年度診療報酬改定の基本方針

:

FFttiliiifまI瀬」曾ittlttiチ]鷺
|

厚生労働大臣
』

『
3月 5日 診療報酬改定に係る告示'通知の発出



(平 成21年 7月 1日 現在 )

社会保障審議会医療部会委員名簿

氏 名          所 属

上田 清司  全国知事会 (埼 玉県知事 )

海辺 陽子  癌と共に生きる会副会長

大西 秀人  全国市長会 (香 川県高松市長)

尾形 裕也  九州大学大学院医学研究院教授

小島 茂   日本労働組合総連合会総合政策局長

※加藤 達夫  国立成育医療センター総長

高智 英太郎 健康保険組合連合会医療部長

近藤 勝洪  (社)日 本歯科医師会副会長

斎藤 訓子  (社 )日本看護協会常任理事

◎※齋藤 英彦  名古屋セン トラル病院院長

鮫島 健   (社 )日本精神科病院協会会長

水田 詳代  九州大学理事・副学長

※竹嶋 康弘  (社 )日本医師会冨1会長

○ 田中 滋   慶應義塾大学経営大学院教授

辻本 好子  NPO法 人ささえあい医療人権センターCOML代 表

堤 健吾   (社 )日本経済団体連合会社会保障委員会医療改革部会部会長補佐

中川 俊男  (社)日 本医師会常任理事

西澤 寛俊  (社)全 日本病院協会会長

樋口 範雄  東京大学法学部教授

日野 頌二  (社)日本医療法人協会会長

違見 公雄  (社 )全国自治体病院協議会会長

村上 信乃  (社 )日 本病院会菖」会長
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①

第 8回社会保障審議会医療部会 (21.7.9)に おける主なご意見

1 診療報酬関係              ′

産科 。小児科、救急医療関係

,救急や産科・小児科のあり方について、骨太では、「選択 と集中」 とあるがヾ 1

箇所に集めていくことに関 しては一概にこれがいいとは限 らない。点だけではだ

めで面として整備 していかなければならない。

・DPCに おいて、小児医療を機能評価係数により評価 してほしい。

・病院の小児科は不採算。大きな拠点病院を持てばよいとい うが、地方では、結局

その病院に行くのに 3時間も4時間もかかつてしま う。小児科を手厚 くしないと

地域格差が広がってしま う。
。在宅介護は高齢者だけのものと捉えられがちだが、そこに小児 も入れて欲 しい。

小児の長期に入院 している患者は、いわば福祉であり、こういった患者の レスパ

イ トを医療保険で見ることができれば、病院に行 く必要がなくなり、小児の病棟

が長期入院の患者で一杯になることはなくなる。

・小児を含めた在宅医療が大きな問題。在宅医療を支える視点で、ショー トステイ

をFA~療 において導入 していけばよいのではないか。

外科

。医師が増える中で、外科医は話題の産婦人科医以上に減っている。ハイ リスクロ

ー リターンで、つぶ しもきかない6様々な原因があるが、診療報酬め手術手技料

の点数が低すぎるので上げてほしい。

精神科

・精神の入院基本料は低い。 (15対 1の場合)結核より860円 も安い。検証 し

て欲 しい。

④ 歯科医療
。地域歯科医療は平成 18年度診療報酬改定で疲弊し、現在、崩壊の危機に瀕して

いる。歯科医療が全身的な健康状態の改善に寄与することは、多くのエビデンス

によつて
'千

1確になつてきている。またt地域医療における医科・歯科・調剤の連

携は重要であり、特に高齢者の在宅医療においては、医科等からのオファーがあ

れば、連携できる体制を歯科は整えつつあるので、その推進を検討されたい。

⑤ チーム医療
・30種 くらいの職種によって医療がなされているが、それぞれの評価がなされて

いない。前回改定において、事務クラークや臨床工学技士、MSWの 退院支援な

②

③



どは評価 されたが、まだたくさんある。・

⑥ 勤務医負担軽減
。医療セクレタリィーは、その費用を診療報酬で見ないと定着しない。

・医師不足の問題について、安心。安全を前提とした上での役害1分担の推准が必要。

通知により、実力のあるナースには、トリアージや外来を任せられるようになっ

てきているので、今後、評価の対象になるのではないか。

・奈良県の裁判で判決が下され、時間外勤務に対する給与支払が命ぜられたが:こ
れを支払 うとなると病院経営に大きな影響が出る。この判決により、地域の入院

医療はどんどん崩壊していく。入院基本料を増点してほしい。

⑦ 医療安全
。医療安全確保については、医薬品をどうコントロールするのかという視点が重要。

情報提供 。品質管理など医薬品を安全に提供できる体制を構築するべき。

③ 有床診療所  ,
・6月 中旬に有床診議連が要望を出していたが、これは前向きに評価 してもよいの

ではないか。

※診療報酬に関する要望内容

・入院拳本料の全体的な引き上げ

・入院基本料の逓減制の変更
。2段階の看護配置基準を、4人未満、4～ 7人未満、7人以上の 3段階

に変更し、実態に近い評価に変える
。複数医師配置加算の引き上げ
。入院時医学管理加算の新設

⑨ 財源

=財源の確保は重要であるが、国民に負担を求めることになる。透明性 =質の確保

が必要.

`地域医療が崩壊しているのは共通の認識で、これには診療報酬の大幅引き上げが

必要。前回の診療報酬改定では、医療部会で出された問題について、中医協で議

論 しようとしたら、やることは沢山あるのに財源が少なかつた。財源の議論が必

要だ。

⑩ 効果的・効率的な医療
=医療の現場も疲弊していると言うが、日本経済全体が疲弊している。そういう中

で補正予算で社会保障については大きく措置されているが、これは借金で賄われ
ており、有効な使い方をするべき。地域医療のネットワークを構築する際、医療

機関ごとに役割を明確にし、「選択と集中」により、効果的・効率的な医療の仕

組み作りを議論していくべきである。将来世代にツケを回してはならない。

① その他

・診療報酬の算定根拠が国民からみると不明確。例えば社会保険病院などは経営努

力で黒字になつたが、また赤字になつてしまつた。これでは改定がおかしいと判

断せぎるをえない。中医協にしてもタウンミーティングをするなど、国民に開か

れた会議にするべき。

2.診療報酬関係以外

① 医療部会における議論のあり方等について
,平成 20年度診療報酬改定の際に、患者からみてわか りやすいなどの 4つの視点

に緊急課題を加えて基本方針を決めたが、中医協での検証結果等を踏まえて、医

療部会でもこの 4つの視点がどうなったかの検証が必要。

・医療部会の位置づけは、診療報酬の議論だけをするという位置づけではなく、医

療の提供体制についても議論する場であり、開催を多 くして欲 しい。

・診療報酬 と医療提供体制の話はかぶるところもあれば別の面もある。両者をキチ

ンと分けて議論すべき。

・落 としどころを考えながらの議論が必要であり、すべての要望には応えられない

のではないか。状況が改善するにはかな り時間がかか り、す ぐに解決できるとい

う幻想は持たないでほしい。

・我々は努力していく姿勢が大事で、この議事録を読む人から「またこんな意味の

ない議論をして」と思われないようにしなければならない。
。今回の発言を踏まえ、次回はさらに進化 した議論をすべき。

② 医療のあり方全般                 ,
'医療は提供者だけではなく国民のためであるし、医療は消費ではない。医療を社

会の再生産 。投資と考えていくべきである。
'。

これまで、機能分担や透明性の確保を進めてきたが、それらによる問題も顕在化

してきている。

・中期プログラムの安心強化の 3原則の中に、安心と責任のパランスとあるが、現

時点ではバランスが欠けていると認識。権利 と義務のバランスがとれておらず、

医者の権利が守られていない。医者に期待されるのはありがたいが、医者も人間。

例えば、総合医的な機能を求めると、知識が浅くなつてしまう。DPCな どは、

ごくわずかの者しか分からないテーマを議論している。昔は、中小病院などが総

合医的な役割を多少は担いかなりの部分の対応ができていたと思うが、信頼関係

の上に成 り立っていた。それが地域医療崩壊で崩れてしまった。

・機能分担を進めると、シームレスではなくなる。事務クラークを進めると、責任

の問題で トラブルが発生する。訪問看護で解決できる問題は多いが、実際にやつ



てみると、役割分担の問題で訪間看護ステーションは崩壊。透明性といわれても、

とても対応できない。                      .
となる。

・全人的、診療科横断的な「総合診療医」の育成が必要であり、医学部のカリキュ
。現状の医療崩壊は、国民含め各々が反省すべき。本気で取り組んで 10年経って

やつとどうにかなるかというものだと思う。                                 
ラムの充実、診療科の標榜、研修の財政支援を行 うとともに、登録医制度につい

ては、モデル事例から始めて、普及度合いも見ながら、多面的に考えていくべき。

ドイツでは、専門医としての「一般医」が存在し、国民から期待と信頼を得てい

③ 産科・小児科、救急医療関係                                       
る。

〔全般〕
⑦ 勤務医負担軽減

。骨太 2009で は特に小児科・救急など「ほころび」                          
〔職種ごとの役割分担〕

の修復が唱われている。そ 。職種ごとの役割分担について医政局長通知を出されているが、現場ではなかなか
のなかで勤務医の負担を軽減する上での役割分担、また、地域におけるそれぞれ 進まないので、立法化 してもう少し拘束力を強く
の施設・機関の役割についてtどのようにこれらを組み直していくかが課題。

してほしい。

'女性医師の結婚産体問題で、小児科・産科などは減っている。、報酬を上げればよ

いというものではなく、

〔医師の加重労働〕

就労支援の取組が必要ではないか。 ・医師の超過勤務は恒常的だ。経営上の者β合ではなく、実態として医師が足りてい

〔産科〕 i

ない。そのため超過勤務となり、労働基準法に抵触 した場合、労働基準監督署か

ら指導されてしまう。
・周産期母子医療センターの指定基準の見直しが遅れている。具体的内容を明示し

てほしい。
,ハイ リスクの出産を産科医が時間をかけて対応でき                          

③ 医師不足・医師偏在

るようにするために、助産 。へき地の医療は敬遠する人も多く、医師確保が大変。
師がノーマルな出産やローリスクな出産を取り扱 うことの推進が必要。 ・医療崩壊は、地域医療の崩壊が大きい。主として地方の公立病院、次が、大学病

〔救急医療〕:.                                               
院。教育、臨床、研究と3つの役害1を 担つているが、独法化により臨床に偏つて
しまつている。研修医も大学離れの傾向にあり、医療の トップランナーが危機に

。救急の入 口において軽症患者が多い。.小児は 「#8000」 があるが、大人につ 至っている。
いても柚談できる場が必、要。診療報酬で対応すべきとは思わなぃが、予算上で措

置すべき。

・予算・診療報酬だけで医師不足は解消できない。地域医療計画の L日 に必要な診療

科 ごとの医師数を盛 り込む等も検詐|す べき。
・救急医療体制の資料に、精神科救急も位置づけて欲しい。 ・医師偏在の問題で、以前、医療部会において管理者要件の議論をしたが、今後、

④ 歯科暉療について                                            
議論を再開してはどうか。

・今回 | 人ヽの方針 2009」 のなかに「8020運動」の推進が明記されたことは画期 ③ヽ 補助金
的である。「8020運動」が健康寿命の延伸に貢献できることから、財政的支援が
必要である。

・地域再生基金に関して、産科 。小児科は大切であるが、いろいろな疾患があるこ

とから4疾病 5事業にも使えることをわか りやす く明示 してほしい。

⑤ 精神医療について

'様々な補助金があるが、補助が全額ではなく病院も持ち出しが必要になつており、

病院経営は厳しいなかでは活用できない。
`医療観察法では、指定入院医療機関の整備が遅れて、 300床 くらい足りない。 ・地域医療再生基金は県ごとに自由に決定できるが、

現実には、鑑定入院で引き受けた病院が継続して受け入れている。                                             
関係団体や医師会とよく相談

して決めていって欲 しい。

③ 総合医関係

・医師へ手当を直接支給する補助金があるが、就業規則の改正が必要であり、使い

づらい。病院のフリーハンドで使えるようにして欲 しい。

1総合的な視点に立った医師、病院を確立し、地域医療の入日としての役割を担っ 。地域医療再生基金については現場からの積み上げ
‐

てもらいたい。保健指導とのつながりにより、保険者にとって重要なパー トナー

でやるしかない。
・地域医療再生基金により、施設や運営費については手当ができるが、問題は人材



確保と診療報酬の見直し。この問題が解決されない限り、地域医療再生基金では

中核的な医療機関にしか事業化をお願いできない。        ・

⑩ その他

〔国民へのわかりやすさ]     ‐

。医療の「見えぅ化」をするべき。そのためにはデータを集めることが必要。
'質や安心の確保が重要だが、安心と医療のビジョン具体化懇談会の中間とりまと

めを見ても具体的ではない。国民にわかりやすく説明することが必要。
,適切な情報を患者に迅速に提供することが求められている。

〔患者負担について〕

・患者負担 3割 は、限界まできている。                 .
。一律 3害Jの制度に疑間を感じる。高額療養費制度もあるが、これは前年度の所得

に応じてのもの。病気になり働けなくなって子供もいるような場合、その時点で

3害1の支払いは困難になる。

'日 本はOCED諸 国に上ヒベ、患者負担は 10%ほ ど高い。したがつて患者負担を

増やす方向ではだめで、国民から広く薄く求めることが必要である。

〔その他〕

・死亡者が増加しているので、看取りについても迅速に対応してほしい。
。医師は患者を診たくて医師という職業に就いており、医師がマネジメント感覚を
持っているかというのは疑間。

社会保障審議会医療保険部会 委員名簿

(注 1)※は社会保障害議会の委員、他は臨時委員。         (五 十音順、敬称略)

(注 2)◎は医療保険部会長、Oは医療保険部会長代理。
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第32回 社会保障審議会医療保険部会 (21.7.15)に おける主なご意見

診療報酬関係

1 診療報酬の配分の見直し、「選択と集中」について

① 骨太に 「選択と集中」とあるが、地域医療の荒廃の原因として 「選択と集中」

に基づいた施策があったのではなぃか。救急、産科等については前回改定でもす

でに手厚く評価しているが、先日の医療機関のコス ト調査分科会においても、入

院は黒字、外来は赤字との調査結果が出ていた。財政審の建議 (6月 3日 )で も

診療所に配分が偏っているとあつたが、比較的小回りがきくとされる診療所も経

営状況は厳 しい。開業医への志向が強いとされているが、実際はそうではない。

地域医療が崩壊している中、配分の見直しではなく、やはり医療費全体の底上げ

が必要だ。               _
② 国民皆保険を守り、安心で質の高い医療を確保するためには、限られた財源の

中で、「選択と集中」の考え方に基づき、配分のダイナミックな見直しが必要。

③ 診療報酬の重点化、「選択と集中」は不可避。前回、前々回の改定と同様、診

療報酬の中身をグループ分けして、重点分野、効率化分野を分けて、配分を大き

く変えていく之、要がある。

④ 全体の引き上げが必要という話があつたが、救急や産科 。ノlヽ児科をはじめとす

る勤務医の負担軽減などに重点をおくような検討がだ、要。

地域の救急医療は崩壊の危機であり、深刻に考えなければならない。診療報酬

改定だけで議論する問題ではなく、医療提供体制など地域医療全体をどうするか

といった視点で考えることが必要。急性期医療に資源を集中投入するという考え

方が基本。

国民の生命 。安全を保障することが大事であり、限られた財源の中で「選択と

集中」と言われるが、医療を選択的に若い人に行 うということになると大変だ。

産科や小児科へということなら良い。むしろ「分散と公平」を図りたい。例えば、

人口20～ 30万人に 1つ分娩施設があるというようなことが「分散と公平」で、

そういつた観′点も入れて欲しい。

⑤ 病院と診療所の再診料の格差是正については、積み残しという認識。また、効

率的な医療提供体制の確立を目指し、地域医療の連携を強化すべきだ。
「選択と集中」の考え方に基づいて、限られた資源の中で病院と診療所の格差

をどう考えるのか、その上で救急 。産科 。小児科等にどう重点化していくかを考

えていく必要がある。

前回の改定における病診の配分見直しは切 り込みが足りなかったのではない

力、
.

⑥ 財政の問題がある中で、安心 ,安全な医療の確保をどう評価するか。薬を安心。

安全に患者に提供していくには、単に「選択と集中」ではなく、しらかりと仕事

を果たせるような診療lrl酬 1体系を念頭に置いていただきたぃ。

厳 しい保険者財政について
。 診療報酬の引き上げには、厳 しい経済情勢、健保組合の財政状況を考慮する必

要がある。

・ 診療報酬の引上げは、保険料にはね返ることも踏まえて議論すべき。後期高齢

者の拠出金や経済不況などにより、保険の財政状況は厳しい。
。 経済の低迷の下、保険料収入の落ち込み等で、協会けんぽの財政は極めて厳し

い状況にある。保険料負担の増大につながるような診療報酬全体を引上げるよう

な状況ではない。

・ 国保全体として財政状況は厳しい。平成 21年に国保への財政支援措置が切れ

るので、制度の継続 と拡充は必ずやつていただきたい。

・ 健保組合全体で 21年度予算 6兆円に対して、赤字が 6,150億 円で 1害1に も達

する。20年度から2年連続で巨額の赤字。解散する組合も増えている。診療側、

支払側の両方の事情を勘案 しなければならない。

3 個別分野の診療報酬について                       '
①  歯科医療

。 国民は今、安′いできる社会保障を求めている。歯科医療は生活の基本を支え

る医療であり、健康長寿の実現に資する。骨太 2009に も8020運 動が明

記された。平成 20年度改定では、在宅医療の推進の一貫 として、在宅での歯

科医療の充実を掲げて頂いたが、まだ不十分。次期改定では、多くの歯科診療

所が在宅医療のネ ッ トワークに入 り、住民の安心の確保に貢献できるよう配慮

してほしい。
,平 成 8年から平成 19年まで、歯科医療費は 2兆 5千億円程度で推移 してい

る。 1診療所単位で見ると、この間に保険収入は約 15%の 減収となっている

との調査結果もある。十分な改定率をもって重点的に評価 していただきたい。

② かかりつけ医

・ 高度な治療が必要か否かを判断できる場所が必要。そのためには、家庭状況

を含めてトータルに理解している医者が必要だ。今後、高齢化が進行していく

中で、皆が茉1那 的に医療を受けていては、医療体制が崩壊するのではないかと

危惧している。後期高齢者診療料について、かかりつけ医の芽が出かかってい

ると思っていたが、実際は利用されていない。利用率が低いからといつて廃止

するのではなく、利用を促進する方向で検討していただきたい。
・ 後期高齢者診療料については、届出された医療機関のうち 1害Jの 患者 しか利

用していない。この点数の趣旨は、多受診を抑えようという意図があつたが、

厚労省の調査によれば、75歳以上の 9害1弱が 1～ 2箇所しか受診 していない。



かかりつけ医は、医療費の削減にはつながらないのではないか。エビデンスに

基づく議論をしてほしい。

③ 救急医療    .
・ 救急の軽症患者にどう対応するかが問題。軽症者を入 り口で止め、軽症者の

心の不安にどう対応するかが問題。そういつたことについて、看護師や薬剤師

のチームでどう対応するか、そこに対して診療報酬も対応する必要がある。

4 予算と診療報酬

・ 救急などは予算措置がなされているが、診療報酬との重複がないように役割分

担の明確化が必要ではないか。

・ 予算で対応しているところ、診療報酬でみるところの役割分担も考えるべき。

5 その他

・ 診療報酬の見直しの基本方針は、総額のプラス・マイナスが出る前に策定する

こととされているのが悩ましい。プラス。マイナス両方をにらむことになるから、

基本方針の記述は慎重に検討することになろうか。

肛 診療報酬以外

。 これから高齢化社会で医療費が増大していく。診療報酬の相互扶助の仕組みにも

限界があるのではないか。各自の自助努力についても検討が必要なのではないか。
・ 社会保障費の国際比較を見ると、日本は決して高くない。

・ 先日富山県に行つたら、救急搬送の 9割が高齢者であつた6想像だが、老健施設

や特別養護老人ホームで救急対応できないために、救急車の要請をしている場合が

多いのではないか。これで若い人の救急の受診機会を奪うことがあってはならない。
・ 少子化対策などの若い世代のための財源を奪うようなことがあってはならない。

あるべき日本の姿を議論し、必要な財源は作るべきだ。

・ 後期高齢者の制度は、何故 75歳でわけたのか、今でも疑問だ。医療の内容は連

続しており、 75歳 の前後で変わ
′
るわけではない。



中医協 総-4-1
2 1, 7. 2 9

平成 20年度の医療費について   ―

○ 平成 20年度の医療費は、前年度と比較 して約 6千億円増
加 し、34.1兆円となった。

医療費の伸び率 (対前年度比)は 1,9%(稼 働日数補正後
2.2%)で あり、1日 当たり医療費 3.2%、 受診延日数▲1.3%
となつている。

○ 近年、受診延日数 (延患者数に相当)は減少傾向にある:

一方、¬日当たり医療費は増加 しており、医療費総額は増加
している。

○ 平成 20年 度の医療費及び 1日 当たり医療費の伸び率を、
大きな制度改正や診療報酬改定の影響を受けていない平成
19年度の伸び率と比較 してみると、その差は、医療費▲1.20/0

ポイン ト (稼働日数補正後40.80/0ポイント)、 1日 当たり医

療費▲0。 9%ポイントとなっている。

O 稼働日数補正後の医療費の伸び率は 2.2%で あることから、
診療報酬改定 (▲ 0.82%)の影響を考えれば、医療費の伸び
率は、概ね従来と同程度の水準 (3%台 )で あると考えられ

る。

(参考)医療費の動向
(単位 :%)

平成 17年度 18年度 19年度

①

20年度

② 差
∞医療費

レ つ
０ 0.1 ‐

・

９

一
▲1.2

稼働日数補正後 3.0 ハ
υ

Ａ
Ｕ

∩
Ｖ

０
乙 ▲0.8

1日 当医療費 3.4
Ａ
υ 4`1 ３

．

２

一
▲0.9

受診延日数 ▲0,3 ▲0,7 ▲0.9 ▲1,3 ▲0.3



中医協 総-4-2
2 1, 7. 2 9

平成20年度 医療費の動向

I 制度別の概算医療費

表1-1  医療費の推移

(

医療保険適′
総  計 70歳未満 70歳 以上 公 費

1鑽 本  人 淵 国民
健康保険

療

＞

医
掲

寿

再

長
＜

平成13年 度 30.4 17.5 /
平成14年 度 30.2 77 /
平成15年度 30.8 /
平成 16年 度 31.4 /
平成17年 度 32.4 /
平成18年度 32.4 17:2 /
平成19年度①

(構成害J合 )

33.4

( 100% )

17.4

(521%)

9.5

(28 691)

5,0

(151%)

4.5

(135%)

7.9

(23 6%)

14.5

(43 416)

1.5

(4 5%)

平成20年度②

(構成害1合 )

34.1

( 100% )

17.7

(51.9%)

9.8

(28.7%)

5.2

(15 2%)

4,6

(13.5%)

7.9

(23.2%)

14.8

(43 5%)

11.4

(33.5%)

1.6

(4.611)

②―① 0.62 0.24 0.22 0 12 0 09 0 03 / 0.07

表2-1  1人当たり医療費の推移

1              医療保険適月

総  計 70歳 未満

1被用者 |

70歳 以上

国民
健康保険

長寿医療
(再掲)1 保険 本  人 家  族

平成13年度 23.9 15 7 13.0 13. 3 12.6 21.4 75.8

平成14年度 23.7 15.5 12.8 12.5 20.9 73.1

平成15年度 24.1 15.6 12.7 12.6 12,7 21.2 73.7

平成16年度 24 6 15,7 12.8 12.6 12,9 21.4 73.9

平成 17年度 25.4 16.0 12.9 12.8 21.9 75.4

平成18年度 25 4 15.8 12.9 12.6 13.2 21.8 74.2

平成19年度① 26.2 16. 1 13.0 12.8 13.3 22.5 75.8

平成20年 度② 26.7 16.4 13.3 12.9 13. 7 23.1 75.7 86.3

②―① ▲ 0.1

注.人 数が未確定の制度 もあり、数値が置き換わる場合がある。

注l 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会における審査分の医療費 (算 定ベース)である。
注2 医療イ♀険適用者70歳以上には、長寿医療の対象 (平 成 19年度以前は老人医療受給対象)と なる65歳以上70歳未満の障害認定

を受 il・メ1者 を含む。
注3 「公費」佃には、医療保険 との併用分を除 く、公費負担のみの医療費を計上 している。

表1-2  医療費の伸び率 (対前年度比)

位 :

一一―― ――
―

 ―
― ―

   医療保 険適用     ~  ~~ ~¬
総  計 70歳未満 170歳 以上 公  費

1被用者 国民
薇 庵 但 除

長寿医療
(再掲 )

1 保 険 本  人 蒙  梅

平成13年度 /
平成14年度 ▲ 0,7 ▲ 1.6 ▲ 2.8 ▲ 3.3 ▲ 2.3 ▲ 0.2 /
平成 15年 度 ▲ 0.1 ▲ 2.6 ▲ 5.2 /
平成16年 度 /
平成17年 度 /
平成18年度 ▲ 1.3 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 2.6 /
平成 19年 度 0 1 /
平成20年度 2.3

表2-2  1人 当た り医療費の伸び率 (対前年度比 )

単位 :°/0)

医療保険適月
総  計 70歳 未満 70歳 以 上

1被用者 国民
健康保険

長寿医療
(再掲)1 保険 本  人 家  族

平成 13年 度

平成 14年度 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.6 ▲ 0,7 ▲ 23 ▲ 3.6

平成15年 度 ▲ 113 ▲ 4.2

平成16年度 0.2

平成 17年 度

平成18年度 ▲ 09 ▲ 0.6 ▲ 1.7 ▲ 0.4 ▲ 1.5

平成19年度

平成20年度 ▲ 0.1



表3-1  医療費の推移
単イ立 :りし円

総 計

診 療 費

1司
(参 考 )

入院外
十調押∫

医  科
歯科

入 院 入 l坑外

平成 13年度 30.4 27.1 12.4 12. 1 15.4

平成14年度 30.2 26.6 12.3 11.7 15,2

平成15年度 30.8 26.9 12.6 11.7 15.7

平成16年度 31.4
127.2

12,7 11.9 16. 1

平成17年度 32.4 27.8 13.0 12,2 16 8

平成18年度 32.4 27.6 13.0 16.9

平成19年度①

(構成割合)

33.4

( 100% )

28.2

(84.4%)

13.4

(39.9%)

12.4

(37,0%)

2.5

(7.5%)

5.2

(15.5%)

17.5

(52.4%)

平成20年度②

(構成害1合 )

34.1

( 100% )

28.6

(83.8%)

13.6

(39.9%)

12.4

(36.411)

2.6

(75%)

5,4

(16 0%)

17.8

(52.3%)

②=① 0.62 0,34 0.25 0.02 0.07 0.27 0.29

Ⅱ 診療種類別の概算医療費

注1.入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。医科分は医科入院だ、歯科分は
歯科へ含めている。

注2 総計には、訪問看護療養の費用額を含む。

表3-2  医療費の伸び率 (対前年度比)

(単 位 :%)

表4-1  受診延日数の推移

注1 診療実日数を取りまとめている。調Allに ついては、処方せん枚数を取りまとめている」
注2.総計には、訪間看護療養の実日数を含み、調剤の処方せん枚数を含めずに計上している。

表4-2  受診延日数の伸び率 (対前年度比)

総 計

診 療 費
調剤医 科

歯科
入 院 入 院 外

平成 13年 度 28.1 28.0 18.8

平成14年度 27.6 27.6 18. 4

平成15年度 27.2 27.2 18.1

平成 16年度 27.3 27.2 18. 1

平成 17年度 27.2 27. 1 17.9

平成 18年度 27.0 26.9 17.9

平成19年度①

(オ洋成害1合 )

26.7

( 100% )

26.7

(99.8%)

4.9

(182%)

17.7

(66.2%)

4.1

(15,416)

平成20年度②

(構成害1合 )

26.4

( 100% )

26.3

(99.811)

48

(18.2%)

17.4

(66,0%)

4.1

(15.691)

②―① AO.34 ▲ 0.35 ▲ 0.05 ▲0.29 ▲ 0.01 0. 13

総 計
計

診 療 費

調剤

(参 考 )

入院外
十調剤

平成13年度 16.5

平成14年度 ▲ 0.7 ▲ 1.9 ▲ 0.3 ▲ 3.9 ▲ 0.4 ▲  1 1

平成15年度 0,7 ▲ 2.0 9.9

平成16年度 1.3

平成17年度 2.2 2.5 1 1

平成18年度 ▲ 0.4 ▲ 0,0 ▲ 0.3 ▲ 2.8

平成 19年度 ▲ 0.2

平成20年度 0.2

単位 :%

総 計

診 療 費
調剤医 科

歯科
入 院 入院外

平成13年度 ▲ 0.2 ▲ 0,2 9.6

平成14年度 ▲ 1,6 ▲ 1.7 ▲ 1.6 ▲ 2.2 0,9

平成15年度 ▲ 1.4 ▲  1.4 ▲ 1.o ▲ 1.6 ▲ 0.7

平成 16年度 ▲ 0.3 ▲ o0 0.8

平成 17年 度 ▲ 03 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.7 1.1

平成18年度 ▲ 0,7 ▲ 0.7 ▲ 1.4 ▲ 0.5 ▲ 1,0

平成19年度 ▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.9 ▲  1.4

平成20年度 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 1.1 ▲ 1.6 ▲ 0.1



(単位 :千

総 計

診 療 費
調 剤

(参考 )

入院外
十調剤

．医 ．科
一 歯科

入障 1 入院外

平成13年度 10.8 9`7 24.1 6.3

平成14年度 10.9 9.6 24.5 8.3

平成15年度 11.3 9.9 25.、 2 6.5

平成16年度 11.5 10.0 25.6 6.6 8,9

平成17年度 11.9 10,2 26.2 6.8

平成 18年度 12.0 10, 3 26.6 6.0 9.5

平成19年 度①

(総計=1)

12.5

(1,00)

10.6

(0.85)

27.5

( 2.20 )

7.0

(0.56)

6.1

( 0.49 )

7.3

(0.58)

9.9

( 0.79 )

平成20年度②

(総計=1)

12.9

(1,00)

10.8

( 0.84 )

28.3

(2.20)

7.1

(0.55)

6.2

( 0.48 )

7.6

(0.59)

10.2

(0,79)

②―① 0,2

表5-1 1日 当たり医療費の推移 (参考) 休日数等の影響を補正した医療費総額の伸び率

参考 1  制度別の医療費の補正後の伸び率 (対 前年度比)

医療費の伸び率 (対前年同月比)に対する休日数等 1日 当たりの影響補正係数

日1■ ・祭 日等 ▲ 23 ▲ 2.8 ▲ 25 ▲ 3.1 ▲ 2.2 ▲ 1.7 ▲ 23
土  曜 ▲ 12 ▲ 10 ▲ 1:1 ▲ 09 ▲ 13 ム 12 ▲ 1.2

注  医療保険医療費の平成 4～ 8年度各月の制度別 1人 当たり医療費の伸び率を、 日曜・集 日締 (年 末については、
12月 29日 ～ 1月 3日 を日曜として扱つている)の数の対前年同月羞、土曜日の対前年同月菫、各月の日数の対前年
同月差、感染症サーベイランス調査の 1定 点当たリインフルエンザla告漱対前年同月澄を説明変数として回帰分析
した結果を用いて補正したものである。

なお、絶 :十及び公費の補IE係 数について|■、医療保険llの II数 を用いている。

医療費の伸び率 (対前年同月比)に対する休日数等1日 当≒りの影響補正係数

注1. 医療保険医療費の平成 4～ 8年度各月の 1人 当たり医療費の伸び率を、日曜・奈日等 (年 末については、
12月 29日 ～ 1月 3aを 日曜として扱つている)の数の対前年同月差、土曜日の対前年同月差、各月の日歌の

対前年同月差、感染定サーベイランス調■の 1定 点当たリインフルエンザ報告敷対前年同月差を説明質数と
して回帰分析した結果を用いて補正したものである。

注2 ■については、回帰分析を4Tっ た結果、閾日について有tな 結果が得られなかつたため、日曜・祭日及び
土曜については補正を行つているが、関日については補正していない.

注1 1日 当たり医療費とは、診療実日数当たりの医療費。  _
調剤では、処方せん1枚 当たりの医療費。「(参考)入院外十調剤」

を入院外の受診延日数で除して得た値を計上する。
注2.入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。

歯科へ含めている。

では、入院外及び調剤の医療費

医科分は医科入院へt歯科分は

表5-2  1日 当たり医療費の伸び率 (対前年度比)

(単位 :%)

対前年度差 (日 )

平成 13年 度

平成14年度

▲ 281 ▲ 54

平成16年度

平成 17年度

平成 18年度

参考 2  診療種類別の医療費の補正後の伸び率 (対前年度比)

総 II 医  科
歯 科

]1剤 対前年庁 丼 (日 )

平 成 3年度 +1 -1

平 成 4年度 ▲ 08 ▲ 0.3 ▲ 4.1 ▲ 06 -1 +1

平 成 5年度 17 ▲ 2.0 0 0 +1

平成 6年度 05 0 +2 -1

平 成 7年度 0 一 l

平 成 8年度 ▲ 01 ▲ 0.4 ▲ 29 -1

平成 19年 度 17 十 ユ 十 ]

平成20年度 0 +1 -1

総 計

診
~~殊

―

計  |―両面曇¬

「

早諸薫J 歯科
調剤

(参 考 )

入院外
+調剤

平成 13年度 2.0

平成14年度 ▲ 0.3 ▲ 1.7 ▲ 1.3

平成 15年度 2.4 ▲ 1.3

平成 16年度 1,1 1.3 ▲ 0.6

平成17年度 3.1 0.0

平成18年度 0.3 ▲ 1.8 ▲ 0.5

平成19年度

平成20年度

日曜・無 日午
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Ⅲ 医療機関種類別の概算医療賓
(1)入 院・入院外計

表6-1  医療費の推移

総 31

1医

科

病 院 1 診療所

平成 13年 度

平成 14年 度

平成 15年 度 74
平成 16年 1

平成18年度

平成19年 度C
備 成割合) 100% )

25 7

(76%) (5 8%) (198%) (265%) (751) (Oo%) (155%)
平成20年度C

(76,31) (529%)

2 02

(267つ (03%)

▲000

表8-1  受診延 日数の推移

総  計

1 
病 院

 1 
診原所

保険薬局

平成

年 度

平成 年 度

5401  032
V晟 lS年 度C 26 7 ０４

つ (202%) (01ヽ ) (0 6%)

(34") (27%) (11は ) (わ 21) (15 61) (o6%)

▲034 ▲02 ▲004

表6-2  医療費の伸び率 (対前年度比)

緯  計

1病
 院                     診療所

1病
 院

1診
療所

保険薬 局

平成13年度

▲ 21 ▲ 15 ▲

平成15年度

平成 16年 度

平成17年度

平成18年度 ▲ 02 ▲ 20 ▲126
平成19年度 ▲ ol
平成20年度

表32  受診延 日数の伸び率 (対前年度比 )

総 rl 医
~料

  ~~ ~~~~
「 丁 院

「T― 下 繭 下 ¬ 市 引
謝 所

1 
病 院

 1 
診療所

保険薬局

平成 13年度

▲ 101 ▲ 28
▲ 33

▲ 39 ▲ 18
平成20年 度 ▲ 13 ▲ 22 ▲139 ▲ 10 ▲ 01

表9-1  主たる診療科別 医科診療所 受診延 臼数の推移

表7-1  主たる診療科別 医科診療所 医療費の推移

喘 1識 lt軸
平成

平成

平成 6年 度 75.603 6.848
平成 年度

平成19年度C
(11成 」1合 ) (10∝ ) (4901) (42%) (65%) (9 5%)

2,858

(36%)

2.510

(4 8%)

平成20年 度q

(構成割合) ( 100% )

38,581

(48 51) (431) (6 3%) (37%) (31%)

6,249

(481) (117%)

表9-2  主たる診療科別 医科診療所 受診延 日数の伸び率 (対 前年度比 )

診反所 1  内科  1 小児料 外科  1整 形外科 1 皮膚科 1麗 婦人科 l il再  ]熱 、. | その他

平成 22

ム 29
5年度

平成 6年度

7年度 ▲ 13
平成 18年度

平成 19年度 ▲ 07
平成20年 度 ▲ 10 ▲ 22 22 ▲ 02 ▲ 06

表7-2  主たる診療科別 医科診療所 医療費の1申 び率 (対前年度比)

平成 3年度 ▲ 24
平成 4年 度 ▲ 35 ▲ 24 ▲ ▲ 1 7 ▲ 23
平成 5年 度

平 成 6年度 ▲ 08

平成 8年 度 ▲ 31 ▲ 11 ▲ 09 15
平成 9年 度 ▲ ▲ 03
平成20年度



病 院

大
~季 肩  隈 診療所

平成 3年 度

平成 14年 度

平成 15年 度

平成 16年 度

平成 17年 度

平成 18年 度

平成19年 度①

平成20年度②

表10-1  1施 設当たり医療費の推移

表10-2  1施 設当たり医療費の伸び率 (対前年度比)

表 11-1  主た る診療科別 医科診療所 1施設 当た り医療費の推移

豪‖-2  主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の伸び率 (対前年度比)

表12-1  1施 設当たり受診延日数の推移

表12-2  1施 設当たり受診延日数の伸び率 (対前年度比)

表13-1  主たる診療科別 医科診療所 1施設当た

"艶

診延日数の推移

表13-2  主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延冨数の伸び率 (対前年度比)

平成 13年度

平成 14年度 ▲ 12 ▲ 1,2 ▲ 16
平成 15年度 ▲ 05
平成 16年 度

平成 17年度 ▲ 02 52

平成 18年 度 ▲ 22
平成 19rF‐ 度

平成20年度

▲ 1.91 ▲ 11

内 科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産帰人科 ll科
耳 鼻

その他

平成 :3fF度 9,475 10,168

平成 14嘔 度 9,056 9,423

平成 15年 度 9,053

平成 16年 度

平成 17年 度

平成 18年 度

平成19年 度① 9.424 6,793 9,744 9,566 7,573 608

平成20年度② 6,938 11,657 7.212 6.240 7,708

②―①

医 科

診療所
内 科 小児科 外 科 整形外科 皮膚科 産喘人科 猥 科

耳鼻
その他

平成13年度 16.396 3,855 14,726 8,759 33.402 18,909 16.484 21,527 5,569

平成14年度 16 075 3.645 33.034 18,408 9`」 04 15.847 20,835 4,970

平成15年度 5,824 3,367 7,612 32,562 18,515 9.079 15,613 20,425 4,727

平成 16年度 14,193 71429 32,275 18,581

'」

D=15 15.588 20,700

平成 17年度 5,748 3,262 13,854 212 32.596 18,426 15.652 20,572 4,342

平成 18年度 32,112 18,481 15,638 20.405 4.216

平成19年度① 5,595 3.107 13.505 6.869 31,988 18,043 15,811 20,020 4,089

平成20年 度② 5,427 2.852 13.626 16.522 31.801 18.191 t1356 15,687 19,911 31796

▲ 168 ▲ 255 ▲ 346 ▲ 187 A 125 ▲ 109

槻
鷲 1齢 1相 科 1州 1整 形外科 1皮 mlを 婦人科 1麟 1認 詔LIそ の他

平成 13年 度 ▲ 07 ▲ 0.4 ▲ 0.2

平成14FF度 A44 ▲ 33 ▲ 2.6 ▲ 73 ▲ 72 ▲ 42 ▲ 02 ▲ 50 ▲ 42 ▲ 87
平成 151f度

平 成 6年 度

平成 17年 度 ▲ 21
平成 18年 度 ▲ 05 ▲ 36 ▲ 16
平成 9年度

平成20年 度

診療所 内科  I Jヽ 児科 1 外科  1整形外科 1 皮膚科 を婦人科1 眼科 | 」冒k l その他
平成 3年度 ▲ 05 ▲ 02 ▲ 23 ▲ 15 ▲ 26 ▲  1.1 ▲ 1.1

平成 4年度 ▲ 20 ▲ 15 ▲ 19 ▲ 36 ▲ 1 1 ▲ 26 ム 02 ▲ 39 ▲ 32 ▲ 38
平成 5年度 ▲ 2p ▲ 16 ▲ 26 ▲ 1 2 ▲ 15 ▲ 16
平 成 6年度 ▲ 02 ▲ 10 ▲ 09 ▲ 04 ▲ 02 ム 10
平成 7年度 ▲ 07 ▲ 14 ▲ 24 ▲ 12 10 ▲ 08 ▲ 06 ▲ 16
平成 18年度 ▲ 01 ▲ 01 2.1 ▲ 1.2 ▲ 1.5 16 ▲ 0 1 ▲ 08 ▲ 09
平成 19年度 ▲ 08 ▲ 1 1 ▲ 45 ▲ 0.8 ▲ 24 ▲ 19 ▲ 09
平成20年度 ▲  1 1 ▲ 19 ▲ 0.6 ▲ 05 ▲ 21



(2)入 院

表14-1 入院 医療費の推移

表15-2  入院  受診延 日数の伸び率 (対 前年度比 )

表16-1 入院 ¬日当たり医療費の推移

(対前年度比 )

1 
病 院                       診療所

1病
院

表17-1  入院  1施設当たり医療費の推移

医科病院

大  学 公  的 法  人 個 人

平成13年度 28,993 795,708 254,963 911950 42,094

平成 14年 度 809,071 256,087 90,930 41,633

平成 15年 度 32.475 825,946 261,025 92,510 42.650

平成16年度 35,095 833,168 262,975 94,540 44,759

平成17年度 38,780 846,751 267 97,572 46,667

平成18年度 39.532 865,197 266, 98,215 45,572

平成19年 度① 45.364 898,828 276,621 102,042 46,363

平成20年度② 49.528 926,958 284,432 104.741 45,912

②―① 23. 130 7.811 2,699 ▲451

表14-2  入院 医療費の伸び率 (対 前年度比 )

1 
属 院                        診鷹所

1病
院

入院 受診延 日数の推移

表17-2 入院 1施設当たり医療費の伸び率 (対 前年度比)

表18-1  入院 1施設当たり受診延日数の推移

表 18-2 入院 1施設当たり受診延日数の伸び率 (対 前年度比)

医科病院

1 大 学  1 公 的  1 法 人  1 個 人

平成 13年 度 16

平成14年度 1 7 ▲ ll
平成 15年 度 2 1 1 9 17

平成 16年 度

平 成 7年 度

平 成 さIF度 ▲ 06 07 ▲ 23
平成 9年度 1.7

平成20年度 ▲ 10

1 
胴 饒                        静波所

1広 悴 医科病院

大 学  1 公  的 法  人 個 人

平 成 3年度 18 78 811
平成 4年 度

平成 5年度 18 28 7 96 2 36

平成 16年 度 7 92

平成 [7年度 17 92

平成 18年 度 17 78 2 43

平成19年度① 17 57 7 56

平成20年度② 17 35

②―① A0 22 ▲0 07ittIIF下
=夢

再
=再

誕≡

=薯
平丁葡市

1警
院

型

表1612  入院  1日 当た り医療費の伸び旱

平成 13年 度

平成 14年度

平成 16年度

平成17年度

平成 18年 度

平成 19年 度



(3)入 院外

入院外 受診延日数の推移

平成14年度

表19-1  入院外 医療費の推移

表19-2  入院外 医療費の伸び率 (対前年度比)
表21-2  入院外 受診延日数の伸び率 (対前年度比)

平成13年度

平成14年度

平成17年度

平成 18年度

平成19年度

表20-1  主たる診療科別 医科診療所 入院外 医療費の推移

診療所
内科 1小児科 1外 科 1整形外科 1皮 膚科 1産婦人科 1眼 轟 1温 LIそ の他

平成13年 度 71.276 35,784 3,221 5,470 6,079 2.739 2 024 5,586 3,556

lι 成 14年 度 68,906 34.956 3,186 5 476 3,417

平成15年 度 69,780 35,003 3.216 6,144 6,862

平成 16年 度 71 722 4,811 6.289 928 5,792 3.605 7,235

平成 17年 度 73,648 3,652

平成 18年 度 73,983 36,387 3.415 6.727 3.703
9年 度C 75,593

(10畔 )

37,747

(49"
3,334

(44■)

4,651

(6 2%) (901)

2,852

(38%) (77" (49%) (H2%)
威20年度q 75,782

(10儡 )

37,506

(4951)

3,414

(1 5%)

4,542

(6 0%)

7, 142

(94%)

2,923 1,915

(25%)

5,940

(78')

31803

(5 01)

8,598

(113%)

②―① 189 ▲ 241 ▲ 109 ▲ 17

表22-1  主たる診療科別 医科診療所 入院外 受診延日数の推移

診療所
小 児科 整形外科 皮膚料 産蜻人科 眼 科 そのflL

平成 3年度 27,729 52.954 6.560 10,773 18.291 6.715 3,767 9,645 10,331 8.693

平 成 4年度 26.599 52.658 6.534 10.059 18.707 6,708 3,682 91507 10,035 8.700

平成 5年度 51,907 9,598 9.071

平成 6年度 27.750 52,442 6.700 9.366 19 228 7.057 3.517 9,81)110,104 9:523
平成 7年度 6.658 9,069 19.905 3,493 0,050 10,093 9,965

平成18年度 29,130 51,980 6,909 20.195 3.492 0,028 10,093 10.422
19年度 lI

10“ )

51′ 557

(40昴 ) (52り

8′ 512

(661) (160■ )

7,229

(5 61) (271)

10,115

(781) (77つ (3 41)

平成20年度C 27,705

10凛 ) (39 51)

6,724

(53%)

8,150

(6 4%)

20,692

(1629
7,386
(5 81)

3,404

(27り

""
(73%)

10,866

(8_5つ

②―① ▲1,209 ▲1,086 ▲ 362 ▲ 68 ▲ 63

主たる診療科別 医科診療所 入院外 医療費の伸び率 (対 前年度比) 表22-2  主たる診療科別 医科診療所 入院外 受診延日数の伸び率 (対前年度比)

酷
1酬 1小 児科 1州 1菫形外科 1皮 膚科 1産婦人科 1眼 科 1識 |そ の他

平成13年度 ▲ o.1

平成14年度 ▲ 0.9 ▲ 06 ▲ 04 ▲ 66 ▲ 01 ▲ 23 ▲ 29
平 成 5年度 ▲ 14 ▲ 46
平成 16年度 ▲ 18
平成 17年度 03 ▲ 12 ▲ 06 ▲ 3.2 ▲ ol
平成 8年度 ▲ 00 ▲ 02
平 成 9年度 ▲ 02 ▲ 38 ▲ 12
平成20年度 ▲ 09 ▲ 2 1 ▲ 19 ▲ 01



表23-1  入院外 1日 当たり医療費の推移

医 科

1 

病 院                       診環所

歯 科

1 
病 院

 1 
診療 PJr

保険薬局

平成13年度 61460 8,328 9,801 9.021 7,704 6,658 5,530 6,227 6,248 5.629

平成14年度 6,347 8,355 10.031 9,155 7 638 6,461 5,443 6 5,539 6,168 5,917

平成15年度 6.500 8,738 10,571 9,524 7.983 5 532 5,527 6,081 6.320
平成16年度 6.584 8,925 10,827 9,715 8, 153 6,941 6.027 5,514 6,045

平成17年度 6,791 9,399 ll.593 10.278 8.516 7,257 5,747 6,029 515 6.047 6.921

平成18年度 6,800 91593 11.932 10,518 8,638 7,446 5,729 5,921 5, 152 5,948 61884
T‐ 成19年 度C 6,986 12.376 11.052 8 949 7,606 5,864 5,989 5, 176 6.018 7.305
平成20年 度C 7,113 10,359 ll,509 9. 183 7,702 6,153 7.555

②―① 7 772 195

表23-2 入院外 1日 当たり医療費の伸び率 (対前年度比)

表24-2 主たる診療科別 医科診療所 入院外 1日 当たり医療費の伸び率 (対前年度比 )

表25-1  入院外 ¬施設当たり医療費の推移

表 25-2 入院外 1施設当たり医療費の伸び率 (対 前年度比)

表26-1  入院外 主たる診僚科別 医科診療所 1施 設当たり医療費の推移

表26-2  入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の伸び率 (対 前年度比)

診 療 所 病  院 診療所

平成13年度

平成14年度

平成 15年度

平成16年度 51.740

平成17年度

平成18年度

平成19年度①

平成20年度②

②―①

保険薬局

1大 学 1公 的 1法 人 1個
診療Fi 病  院 診療所

4年 度 ▲ 5.8 ▲ 43 5 1

平成 5年度 ▲ 02 ▲ 08 15 01 ▲ 3.2

平 成 6年度 ▲ 02 ▲ 09
平 成 「年度

平 成 8年度 ▲ 19 ▲ 16 ▲ 03 ▲ 86 1 2

平成 9年度

平成20年度

表24■ 1  主たる診療科別 医科診瞑所 入院外 1日 当たり医療費の推移

診療所
内 科 小児科 外 科 整形外科 皮膚科 と喘人料 眼 科 1詰 その他

平成13年度 5,580 6.758 4.910 5,077 3,323 4,080 5,373 5,792 3.442

平成14年度 61638 3.117 5,350 5,760

平成15年度 5.532 6,740 4.906 5.037 3,233 4,010 5,443 3.461 7.565

平成16年度 5,614 6,840 4,993 5. 137 5,484

平成17年度 5,747 7.073 5.008 5,269 3,325 4,046 5,586 6,002 3.619 7,738

平成18年度 5,729 7.096 4.943 5,305 3,331 31939 5.479 5,775 3,669 7716
平成 19年 度C 5.864 7.321 5,015 5,464 3,404 3,945 5,564 5,772 3 751

5,934 5,077 5,573 3,452 3,958 5,625 5,880 3,837 7 913

②―①

医 科

診療所 ・′jヽ 児f4 外 科 整 形 外 f■ 皮膚科 産 婦 人科 眼 科

平成 13年 度 7,215 9 494 7 402

平成 14年度 8,871 7,386 4,454 9 079 7.087 0,726

平成15年度 8,565 4.470 9,033 7.063 0 755

平成16年度 9,025 8,535 10,326 7,491 9. 157 7.379 0,716

平成17年度 6,927 7.452 9.352 7.433 0 826

平成 18年度 7.276

平成19年度① 9 435 6,763 10,695 7,115 9,084 7,504 0.769

平成20年度② 9961 9,395 6,908 8、 824 7.196 9 183 7.634 0 632

②―① ▲ 136

平成11年度

診療所  1 内fl l ′卜児科

平成13年度

平成 14年度

平 成 15年 度

平成16年度



医 科 保険薬局
属  隈 診 猟所 病  院

平成 13年度

平成 14年度 29 1 12 5

平成 15年度

平成16年度 279
平成17年度

平成 18年度

平成19年度① 0 82

平成20年度②

②―① ▲ 01 ▲ 03 ▲ 03 ▲002 ▲000 ▲o ol

表27-1 入院外 1施設当たり受診延日数の推移

表 27-2 入院外 1施設当たり受診延日数の伸び率 (対前年度比)

表28-1  入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の推移

表2時2  入院外 主たる診療科別 医科診療所 ¬施設当たり受診延日数の伸び率 (対前年度比)

平成 16年度

内 科 小 児 科 外 科 整 形 外科 皮膚科 産婦人科 眼 科 そ の他

平成13年度 6,019 13,562 4,694 32,536 8,892 8.337 16.393 21,504 4,969
平成14年度 5,718 13,363 4.419 32,236 8,393 8.327 15.762 20,814 4,423
平成15年度 5,483 13.098 4,188 16,767 3 8.502 8,212 20,405 4.217
平成 16年度 13,195 20,682
平成 17年度 51437 13,014 3.832 15,581

平成 18年度 3 504 20,387 3,803
平成19年度① 3,485 20,005
平成20年度② 5.160 3 3.436

②―① ▲ 154 ▲ 12 ▲ 108 ▲ 266

産婦人科

平成17年度

平成 18年度

平成19年度



中医協 総-4-3
21. 7. 29

最近の調剤医療費 (電算処理分)の動向の概要
～平成 20年度版～

1.調剤医療費の全数と電算処理分の比較

平成 20年度の電算処理割合は、医療費ベース、処方せん枚数ベースとも9害 1を

超えている。処方せん 1枚当たり調剤医療費について、調剤レセプト全体と電算処

理分を比較すると、その差は 0.1%と小さい。

2,調剤医療費の内訳                         _

処方せん 1枚当たり調剤医療費 (以下、電算処理分に限る。)の内訳をみると、技

術料の割合が262%、 薬剤料の割合が'73.6%と
なっている。

対前年度比は、技術料が3.1%、 薬剤料が33%となっており、処方せん 1枚 当た

り調剤医療費全体では 3.3%となつている。

表 1調剤医療費の全数と電算処理分の比較

平成 実数 対前年度比 (%)
17年度 18年度 19年度 20年度 18年度 19年 度 20年度

全

数

調斉1医療費(億円) 45,927 47,468 51,673 54,402

処方せん枚数 (万 枚 ) 66,363 68,955 70,739 72,008

1枚 当たり調獅l医療費(円 ) 6,921 6,884 7,305 7,555 ▲ 0.5

電

算

処

理

分

調斉1医 療費 (億円) 257658 33,305 41,803 49,630 255

1電算化率(%) 70.2

処方せん枚数 (万枚) 36,777 48,106 57,089 65,638

1電算化率(%)

1枚当たり調剤医療費(円 ) 6,977 6,923 7,322 7 ▲ 0.8

1電算処理分/
1全数

1.008 1.006 1 002 1

表 2処方せん 1枚 当たり調剤医療費の内訳

平 成 実 数 対前年度比 (%)
17年 度 18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

斉1医療費 (円 ) 6,977 6,923 7,322 7,561 ▲ 0.8

技術料 (円 ) 1,897 1,901 1,924 1,984

構成害1合 (%) 27.2 27.5 26.3 262

薬斉り料 (円 ) 5,069 5,011 5,387 5,565 ▲ 1.2

1構成害1合 (%) 73.6

内服薬薬斉1料 (円 )

(再掲)

4,301 4,245 4,573 4,713 ▲ 1.3

特定保険医療材料料 (円 )

1構成害l合 (%)



3.年齢階級別の状況

処方せん1枚当たり調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、75
歳以上では9,491円 と、0歳以上5歳未満の3,005円 の約 3倍となっている。
対前年度比は、比較的高齢層で伸び率の低下幅が大きい。

表 3年齢階級別処方せん 1枚当たり調剤医療費

4.処方せん 1枚当たり薬剤料の 3要素分解

内服薬の処方せん 1枚当たり薬剤料 4,706円 を、処方せん 1枚当たり薬剤種類
数、投薬日数、1種類 1日 当たり薬剤料に分解すると、各々285、 18.8日 、88円 と   ′

なっている。

また、内服薬の処方せん 1枚当たり薬剤料の伸び率 3.0%を :処方せん 1枚当た
り薬剤種類数の伸び率、投薬日数の伸び率、1種類 1日 当たり薬剤料の伸び率に分

解すると、各 0々8%、 53%、 ▲3.0%と なっている。処方せん 1枚当たり薬剤料の伸
びは、投薬日数の伸びの影響が大きい。

表 4内服薬 処方せん 1枚当たり薬剤料の 3要素分解

平成 実数 対前年度比 %)
17年度 18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年 度

内服薬 処方せん
1枚当たり薬剤料(円 )

4,296 4,243 41571 4,706 ▲ 1.2

当たり薬剤種類数
2.77 2.80 2.85

[要亜 1
16.7 173 17,9 18.8

1種類 1日 当たり

薬剤料 (円 )

▲ 5.3 ▲ 3.0

平成 実数 (円 ) 対前年度比 (%)
17年度 18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

総 数 6,977 6,923 7,322 7)561 ▲ 0.8

0歳 以上 5歳未満

5歳以上 10歳未満

10歳以上 15歳未満

15歳以上 20献 満

20歳以上 25歳未満

25歳 以上 30歳未満

30歳以上 35歳未満

35歳 以上 40歳未満

40歳 以上 45歳未満

45歳以上 50歳未満

50歳 以上 55歳未満

55歳以上 60歳未満

60歳 以上 65歳未満

65歳 以上 70歳未満

70歳 以上 7o歳未満

75歳 以上

2,892

3,838

4,556

4,558

4,668

4,892

5,193

5,664

6,230

6,824

7,351

7,828

8,065

8,290

8,552

8,817

2,865

3,750

4,359

4,492

4′ 604

4:856

5,167

5,643

6,195

6,767

7,275

7,751

7,998

8,192

8,446

8,751

2,929

3,875

4,545

4,694

4,828

5,103

5,430

5,957

6,535

7,120

7,635

8,133

8,423

8,600

8,875

91220

3,005

3,993

4,672

4,902

5,042

5,316

5,667

6,231

6,828

7,376

7,881

8,345

8,665

8,817

9,111

9,491

▲ 0,9

▲ 2.3

▲4.3

Al.5

▲ 1.4

▲ 07
▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.6

▲ 0.8

▲ 1.0

Al.0

▲ 0.8

Al,2
▲ 1.2

▲0.7

2.2

3.3

4.3

4,5

4.9

5.1

51
5.6

5.5

52

5.0

49
5.3

5.0

5.1

5.4

2.6

3.1

2.8

4.4

4.4

4.2

4.4

4.6

4.5

3.6

3.2

2.6

2.9

2.5

2,7

2.9



5,薬効分類別の状況(1)(処方せん 1枚当たり薬剤料)

内服薬の処方せん 1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が
1,371円 と最も高く、次いで中枢神経系用薬が596円 となっている。対前年度比は、
血液・体液用薬が8.3%で最も高く、抗生物質製剤が▲53%で最も低い。

表 5内服薬 薬効分類別処方せん1枚当たり薬剤料

6.薬効分類別の状況(2)(処方せん 1枚当たり薬剤種類数)

内服薬の処方せん 1枚当たり薬剤種類数を薬効大分類別にみると、循環器官用
薬が 0.60と最も多く、次いで消化器官用薬が 0.49となつている。対前年度比は、漢
方製剤が 6、 5%で最も高く、抗生物質製剤が▲21%で最も低い。

表 6内服薬 薬効分類別処方せん 1枚当たり薬剤種類数
平成 実数 (円 )     1   対前年度比 (%)

17年 度 13年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

1服薬 総数 4,296 4,243 4,706 ▲12 7.7

中枢神経系用薬 555 596 11 1

112催 n民鎖静剤 、抗不安剤

114解熱鎮痛消炎剤

116抗パーキンソン剤

117精神神経用剤

119そ の他の中枢神経系用薬

74

81

61

168

71

74

76

60

183

78

78

81

62

209

95

84

84

62

220

113

▲05

▲54

▲20

87

10 1

52

65

27

143

21.6

73

3.9

13

51

19,0

循環器官用薬 1,260

212不整脈用剤

214血圧降下剤

217血管拡張剤

218高 脂血症用剤

85

546

275

272

87

605

286

294

84

614

275

309

▲70

26

▲39

▲40

23

10 9

40

82

▲4.0

16

▲38

50

22呼吸器官用薬 ▲87 ▲43 ▲53

消化器官用薬 470 ▲29

232消 化性漬瘍用剤

239その他の消化器官用薬

357

53

341

54

364

58

366

60

▲45

27
7.0

71

0.5

27

25泌尿生殖器官および肛門用薬 ▲30

31ビタミン剤 ▲64 ▲38
32滋養強壮薬 10

325蛋白アミノ酸製剤 75

33血液 ,体液用薬

その他の代謝性医薬品 121

396糖尿病用剤

399他 に分類されない代ヨ1性医薬品

151

172

158

180

179

207

187

221

46

50

130

14.5

49

69

llE瘍 用薬 208

422代 謝拮抗剤

429その他の腫瘍用薬

82

122

78

131

79

146

76

159

▲39

73

12

115

▲37

86
44ア レルギー用薬 ▲40
52漠方製剤 ▲16 8.1

6 抗生物質製剤 ▲55 ▲2.5 ▲53
613グラム陽性。陰性菌に作用するもの

614グ ラム膿性宙、マイコプラズマに作用するもの

77

70

▲114

03

▲28

▲32

▲5.3

▲64

化学療法剤 ▲91 A16
624合成抗菌剤

625抗ウイルス剤

53

75

54

70

52

81

▲29

▲66

43

▲00

▲33

151

表示していない項 目(薬効 )があるので、内訳を し_ヒ 数と一致しオ

平成 実数 対前年度比 (%)

17年度 19年度 18年度 19年度 20年度

服薬 総数 2 77 1,1

1中枢ネ中経系用薬 A1 5

112催眠鎮静剤 、抗不安剤

114解熱鎮痛消炎剤

l16抗パーキンノン剤

117精神神経用 剤

119そ の他の中枢神経系用薬

0 14

0.11

0 02

0.12

001

0 14

011

002

0 12

001

0 15

011

002

013

014

0.10

002

0 13

28

▲08

▲0.4

4.3

12.3

32

▲02

10

4.3

▲35

▲o9

▲27

▲04

146

循環器官用薬

212不整脈用剤

214血 圧降下剤

217血 管拡張剤

218高脂血症用斉1

003

0、 17

016

009

003

0、 18

016

009

003

0 19

017

0 10

003

020

017

011

▲30

4.8

02

42

▲01

54

07

70

▲0′ 5

5.6

0.4

78

22呼 吸器官用薬 029 029 027 ▲1.3 ▲4.7 ▲17

3消化器官用薬 049 050 11 ▲11

232消 化性潰瘍用剤

239その他の消化器官用薬

025

004

0.25

0.04

025

004

0.25

004

0.1

60

▲05

A3 1

25泌尿生殖器官および

"I門

用薬

31ビ タミン却| ▲15

32滋養強壮薬 08
6.11325蛋 白アミノlttlll剤 000

33血液・体液用薬

39その他の代‖す性医薬品 0 20

1396糖尿病用剤

1399他 に分類されない代コl性 医薬品

0 07

003

0 07

004

0.08

004

008

005

85

107

7.1

163

61

75

2腫瘍用薬

422代 調1措抗剤

429その他の腫瘍用薬

0.00

000

000

000

000

000

000

0.00

▲38

4】

▲27

2.6

▲38

34

44ア レル ギー用 薬 0 20 ▲03

52漢方製剤

61抗生物質製剤 ▲1 2 ▲4.3 ▲21

16"グ
ラ珊 性・陰性菌酢 用するもの

1614グラム腸性苗、マイコプラズマに作用するもの

0 09

005

008

005

0 08

005

0.08

0 05

▲55

7.5

▲40

▲42

▲29

▲0.2

化学療法剤 ▲3.8 ▲5.3

624合成抗菌剤

625抗 ウイルス剤

0.02

0.01

002

001

0.02

001

002

0.01

3.8

A166
l.6

A210
▲25

185

注)表示していな t )があるので、内訳を足し上げで )総数と一 なし



Z.薬効分類別の状況(3)(投薬 日数)

内服薬の薬効分類別投与日数を薬効大分類別にみると、最も長いのは腫瘍用薬
の 32.5日 であり、最も短いのは抗生物質製剤の 57日 である。対前年度比は、中枢
神経系用薬が 10.1%で最も高く、呼吸器官用薬が 16%で最も低い。

表 7内服薬 薬効分類別投薬日数

8.薬効分類別の状況(4)(1種類 1日 当たり薬剤料)

内服薬の1種類 1日 当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、最も高いのは腫瘍用

薬の 1,266円であり、最も低いのは呼吸器官用薬の 36円 である。

対前年度比は、腫瘍用薬が0.3%で最も高く、ビタミン剤が▲8.1%で 最も低い。

表 8内服薬 薬効分類別 1種類 1日 当たり薬剤料

実数 (日 ) 対前年度比(%)

11中枢神経系用薬

112催眠鎮静剤、抗不安All

l14解熱鎮痛消炎剤

116抗パーキンソン剤

117精神神経用 剤

119そ の他の中枢神経系用薬

21循環器官用薬

212不整脈用剤

214血圧降下剤

217血管拡張剤

218高脂血症用剤

22呼吸器官用薬

23消 化器官用薬 18 1

196

164

232消 化性潰瘍用剤

239その他の消化器官用薬

25泌尿生殖器官および肛門用薬

31ビタミンヽ

32滋養強壮薬

325蛋 白アミノ酸製剤

33血液・体液用薬

39その他の代謝性医薬品

396糖尿病用剤

399他に分類されない代コ1性 医薬品

'212

284

15.5

422代 謝拮抗剤

429その他の腫瘍用薬

44ア レルギー用薬

61抗生物質製剤

613グラム陽性 ,陰 性菌に作用するもの

614グ ラム腸性苗、マイコプラズマに作用するもの

624合成抗菌剤

625抗ウイルス剤

平成 実数 (円 ) 対前年度比 (%)

17年度 18年度 19年度 20年度 13年度 19平贋 20年 度

ノ服薬 総数 ▲53 ▲30

中枢神経系用薬 ▲12 ▲ 1 2

112催 眠鎮静剤、抗不安剤

114解 熱鎮痛消炎剤

116抗パーキンソン剤

117精神神経用剤

119その他の中枢神経系用薬

34

67

151

77

442

32

62

145

78

423

33

64

147

84

430

31

64

144

80

429

▲4.3

▲73

▲ 3,9

1.9

▲44

ll

2.8

11

7.4

17

▲64

▲00

A18

▲11

▲02

循環器官用薬 ▲ 6.3 ▲57

212不整脈用剤

214血圧降下剤

217血管拡張剤

218高脂血症用剤

129

125

72

126

120

119

67

112

119

121

67

110

111

113

62

103

▲70

▲54

▲71

▲ll l

▲0.2

24

04

A1 5

▲70

▲71

▲76

▲63

22呼吸器官用薬 ▲75 ▲11 ▲52

23消化器官用薬 ▲62 ▲3.1

232消化性潰瘍用剤

239その他の消化器官用薬

71

85

73

87

71

85

▲7.3

▲4.2

3,7

22

▲34

A1 5

25泌尿生殖器官および肛P]用薬 ▲9.8 ▲27

31ビタミ坤 | ▲8.1 ▲ 1.6 ▲8.1

32滋養強壮薬 ▲21 A1 0

325蛋 白アミノ酸製押| ▲65 ▲13 ▲5.6

33血液 。体液用薬 ▲51

39そ の他の代融1性 医薬品 5.3 ▲o9

|=|『鯰 れ呻 鶏
90

246

84

233

82

295

▲ 6、 6

▲51

▲46

128

42腫瘍用薬 l,240 1,221 li262 1,266 A15

422代融措吉抗剤

429その他の腫瘍用薬

1,459

1,147

1,469

1,122

1,564

1,144

1,598

1,147

0.7

▲21

65

19

22

03

44ア レルギー用薬 ▲60 ▲28

52漢方製剤 ▲6.1 ▲ 1つ ▲54

61抗生物質製剤 223 ▲58 ▲03 ▲52

IZil∬茸軍Ⅷl靴
241

226

223

212

223

207

215

189

▲7.5

▲62

Ol

▲24

▲38

▲́85

化学療法剤 ▲82 ▲25

624合成抗菌剤

625抗ウイルス剤

501

1,259

470

1,232

481

1,320

470

1,252

▲62

ム21

2.3 ▲23

▲52

ていない項 目(薬効 )力 温ヽ ^



9.薬効分類別の状況(5)(後発医薬品害1合 (薬剤料ベース))

内服薬の薬効大分類別に薬剤料ベースでみた後発医薬品割合は、ビタミン剤の
44.6%が最も高く、次いで呼吸器官用薬が 14.2%となっている。
対前年度差は、消化器官用薬が 1.4%ポイントで最も高く、泌尿生殖器官および

肛門用薬が▲0.6%ポイントで最も低い。

表 9内服薬 後発医薬品害1合 (薬剤料ベース)

10.参考 :後 発医薬品割合(数量ベース)

数量ベースでみた後発医薬品害1合 は 18.0%となっており、対前年度差は 19%
ポイントとなっている:

実数 (%) 対前年度差 (%ホ
・
イント)

11中枢神経系用薬

112催眠鎮静剤 、抗不安剤

l14解熱鎮痛消炎剤

116抗パーキンソン剤

117精神ネ申経用斉リ

119その他の中枢神経系用薬

05

0、 8

07

03

07

21循環器官用薬 13

09

0.2

49

02

212不 整脈用剤

214血圧降下剤

217血 管拡張剤

218高脂血症用剤

1.4

13

02

232消 化性横瘍用剤

239その他の消イじ器官用薬

25泌尿生殖器官および肛門用薬

31ビタミン却j

32滋養強壮薬

325蛋 白アミノ酸製剤

33血液・体液用薬

396糖尿病用剤

399他に分類されない代謝性医薬品

01

▲00

01

422代 謝拮抗押l

429その他の腫瘍用薬

44ア レルギー用薬

61抗生物質製剤 09

03

16

613グラム陽性・陰性菌に作用するもの

614グ ラム腸崚

“

マイコプラズ7に作用するもの

624合成抗菌剤

625抗ウイルス剤

表10参考 :後発医薬品割合(数量ベース)

平成 実数(%) 対前年度差(%ポイント)

17年度 18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

後発医薬品割合

(数量ベース)




